
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ある情景からの赤外線が変調されることなくアレイ上に焦点を結び、各素子が前記情景
の異なる部分をとらえるように配置された、パイロ電気検知素子の２次元アレイおよび集
光手段と、
　前記アレイの前記素子からの信号をモニタし、前記情景からの赤外線についての時間お
よび空間情報を与える読み出し手段と、
を備え、
　前記読み出し手段は前記素子のアレイが電気的接触によって直接上に取り付けられてい
る集積回路を備え、前記集積回路は、信号の振幅と周波数に関して前記アレイの前記素子
の出力を独立してモニタし、前記アレイの１素子からの前記信号の振幅と周波数と他の素
子からの前記信号の振幅と周波数とを比較する手段を有するマイクロプロセッサに接続さ
れ、これにより、前記情景からの赤外線の固有の変化量から、視野の特定の部分における
ある事象の発生を識別することを特徴とするセンサ。
【請求項２】
　前記アレイは少なくとも１０個であり１０，０００個以下である素子を含むことを特徴
とする、請求項１に記載のセンサ。
【請求項３】
　前記アレイは少なくとも６４個であり１，０２４個以下である素子を含むことを特徴と
する、請求項１または２に記載のセンサ。
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【請求項４】
　前記集積回路は前記アレイの前記素子の選択的アドレス指定を可能にすることを特徴と
する、請求項１乃至３のいずれかに記載のセンサ。
【請求項５】
　前記パイロ電気検知素子のアレイは、電極間に設けられたセラミックまたは単結晶材料
の層を有し、前記電極の一方が複数の素子となるように細別され、導電性接着剤またはハ
ンダのバンプのアレイにより、前記集積回路の入力端に接続されていることを特徴とする
、請求項１乃至４のいずれかに記載のセンサ。
【請求項６】
　前記導電性接着剤またはハンダのバンプは、スクリーン印刷法により堆積されているこ
とを特徴とする、請求項５に記載のセンサ。
【請求項７】
　前記パイロ電気検知素子のアレイは、電極間に設けられたポリマー材料の層を有し、前
記電極の一方が複数の素子となるように細別され、前記集積回路の表面上の熱絶縁膜を介
して前記集積回路の入力端に電気的に接続するように、前記熱絶縁膜に堆積されることを
特徴とする、請求項１乃至４のいずれかに記載のセンサ。
【請求項８】
　前記各素子からの信号と、これら信号の許容可能な範囲とを比較し、前記信号が指定し
た範囲を超えたときに警報状態を表示するように構成されている手段をさらに備えること
を特徴とする、請求項１乃至７のいずれかに記載のセンサ。
【請求項９】
　１つ以上の素子で１つ以上の事象の信号特性が存在するときに警報状態を表示する手段
をさらに備えることを特徴とする、請求項１乃至８のいずれかに記載のセンサ。
【請求項１０】
　事象の位置情報を発生する手段を備えることを特徴とする、請求項９に記載のセンサ。
【請求項１１】
　１つ以上の前記事象が物体の動きであることを特徴とする、請求項９または１０に記載
のセンサ。
【請求項１２】
　１つ以上の前記事象が火炎の発生であることを特徴とする、請求項９または１０に記載
のセンサ。
【請求項１３】
　前記集光手段が赤外線透過レンズであることを特徴とする、請求項１乃至１２に記載の
センサ。
【請求項１４】
　請求項１０または１２に記載のセンサと、火炎のすぐ近くの領域に消火剤を選択的に噴
射するための手段とを備える消火システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は事象の発生を識別するためのセンサ及びこのセンサを用いた消火システムに関す
る。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
放射線検出器
種々の用途のために現在単一素子及びマルチ素子電磁放射線検出器が製造されている。特
に、例えば受動的赤外線侵入警報器、火炎検出火災警報器、ガス分析及び汚染モニタシス
テムで使用するために１個から４個の素子を備えたパイロ電気赤外放射線検出器が大量に
製造されている。これらの検出器は多かれ少なかれ従来の半導体組み立てプロセスを用い
てトランジスタ及び抵抗器のチップを備えたパイロ電気チップを赤外線透過窓を備えた適
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当な密閉体になるように組み立てることによって一般に製造されている。
【０００３】
熱撮像用にパイロ電気検出器の二次元アレイも製造されている。これらのアレイは熱画像
の場所の解像可能な限り最良とするために一般に１万個以上の多数の素子を有する。この
ように多数の素子が必要であること、及びその結果、素子のピッチを狭く（一般に１００
μｍ以下に）しなければならないことにより、これらのアレイの製造コストが比較的高く
なり、よって低コストの用途には適さなくなっている。
【０００４】
火炎検出器
火災警報システムにおける火災を検出するために使用される方法の１つとして、火炎から
放射される放射線を検出するのに放射線検出器を使用する方法がある。火炎が放射する電
磁放射線の波長には所定の範囲があるが、現在の火炎検出器は一般にスペクトルのうちの
紫外線（ＵＶ）領域又は赤外線（ＩＲ）領域のいずれかで作動する。
【０００５】
ＵＶ火炎検出器の場合、大気中のオゾン層はこの領域の放射線に対して不透過でなく、よ
って太陽の放射線による誤った警報の大部分を除かなければならないので、０．３μｍよ
りも短い波長が使用される。しかしながら誤った警報を発生させる要因はその他種々存在
する。例えば雷及びアーク溶接が誤った警報を生じさせる要因となる。
【０００６】
ＩＲ火炎検出器の場合、約４．３μｍにおける高温の二酸化炭素（ＣＯ 2  ）ガスから放射
される放射線をモニタし、一般に２Ｈｚ～２０Ｈｚの領域における火炎の特徴のある不規
則な明滅（ちらつき）周波数をモニタするのが通常の方法である。誤った警報を生じさせ
るような赤外線放射線を発生させるその他の要因は多数存在するが、一般にこれら他の要
因は火炎の明滅と同じように変化する信号を発生せず、高温のＣＯ 2  が放射する４．１μ
ｍ～４．６μｍまでの範囲内の信号と、高温のＣＯ 2  が放射しないこの帯域の外の領域か
らの信号とを比較することによって更に弁別を行うことができる。高温体はこのスペクト
ル帯域内の放射線及びこのスペクトル帯域外の放射線の双方を放射する。
【０００７】
これらの予防措置にも拘わらず紫外線及び赤外線火炎検出器の双方は誤った警報を発生す
る。更にこれらの検出器は単一の検出器又は異なる波長の帯域における場景全体を観察す
る２つの検出器に基づくので、これらの検出器が入射放射線の空間的分布、従って火炎の
位置に関する情報を与えない。
【０００８】
動きセンサ
パイロ電気検出器は侵入者警報器において、また光に応じて自動的にスイッチングするよ
うに球面（ sectored）の赤外線レンズと組み合わせて一般に使用される。検出器は人から
放射される赤外線放射線を検出し、周辺の背景に対する人の動きを検出する。これらのシ
ステムは一般に１個、２個又はある場合には４個の検出素子を使用し、これらの素子は監
視する場景全体を球面のレンズによって観察するので、動きの位置又は方向に関する情報
が提供されることなく、場景全体内の検出される動きに対する警報条件が登録される。更
にこれらの検出器は検出しなければならない人と誤った目標、例えば（木の葉及び枝の動
きにより変調された日光、変調された熱源（例えばラジエータの前方で移動する扇風機又
はカーテン）又は動物等とを区別しない。車両の運動をモニタするのに使用されるセンサ
に対しても同じ問題が当てはまり、これらの問題は壁により視界が制限されず、誤った警
報を生じさせるより潜在的な多数の要因が存在するような野外での使用がより深刻となる
。
【０００９】
国際特許出願第 WO-A-9210812号には公知の動き検出器の一例が開示されている。この明細
書は例えばバスに乗る人を計数するのに使用するための方向検出カウント及びスイッチン
グ装置の一部として光学的動き検出システムを記載している。この光学的システムはセン
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サ素子が対になって共通する後部電極に接続された状態で１つ以上の二重の行に配置され
たセンサ素子のアレイを含む。従ってセンサは個々にモニタされることはない。
【００１０】
熱撮像
熱撮像システムに使用される多素子の二次元パイロ電気アレイには、通常、場景からの赤
外放射線を変調するだけの機械的なチョッパシステムが設けられる。アレイの種々の素子
からの信号はシリアルラスター走査状にチョッパと位相を合わせて読み出され、その後、
通常のビデオの規格に合致する画像を発生するように処理される。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
発明の概要
本発明は、例えば火災警報器のための火炎検出器、侵入者警報器又はモニタシステムにお
ける人又は車両検出器、及びプロセスモニタシステムにおける種々の特性をモニタするた
めの検出器で使用されるセンサ及びシステムの性能を改善するために所定の場景から放出
される赤外線放射線に関する時間的及び空間的情報の双方を提供せんとするものである。
【００１２】
本発明の特徴によれば、場景からの空間情報をアレイに焦点を結ぶように配置された検出
器アレイと、集光手段と、アレイの素子からの信号をモニタし、視野の特定部分内の事象
の発生を識別するための読み出し手段とを備えたセンサにおいて、使用の際に読み出し手
段がアレイの種々の素子の各々からの信号を別々にモニタし、これらの信号を比較するこ
とにより事象が発生したことを識別することを特徴とするセンサが提供される。好ましく
はアレイは赤外線検出器の二次元アレイであり、集光手段が赤外線透過レンズであること
が好ましい。このアレイは好ましくは１０個～１００００個の素子を含み、一般に少なく
とも６４個～１０２４個の素子を含む。従って、本発明は熱画像形成のためのアレイと比
較して、比較的少ない素子の赤外線検出器アレイしか使用しないので、火炎検出器、動き
検出器及び同様なセンサの性能を大幅に改良するように充分な空間情報を提供するのに適
当な大きさの、より低コストの装置を提供できる。
【００１３】
このアレイは個々の素子から信号を読み出す手段となり、素子を選択的にアドレス指定す
ることもできる集積回路と電気的に接触するように、この集積回路上に直接取り付けるこ
とが好ましい。各素子からの信号を、その周波数成分に関して検査し、他の素子の一部又
は全てからの信号と比較する。このシステムは当該信号を観測する特定の組の素子を選択
し、これらに集中する能力を有する。好ましい構造では読み出し回路は信号の振幅及び周
波数に関しアレイの種々の素子からの出力をモニタするマイクロプロセッサのような別の
回路に接続される。したがって、本発明は素子を順次アドレス指定する代表的な熱撮像シ
ステムと異なり、アレイの別個の素子をランダム又は非順次的にアドレス指定することが
でき、１つの素子からの信号の振幅及び周波数と他の素子からの信号の振幅及び周波数と
を比較するための手段を提供するものである。パイロ電気検出器アレイを使用した非冷却
式熱撮像装置は入射する放射線を変調するために機械式チョッパを使用しており、本発明
は例えば火炎の明滅又は場景のうちのある素子から別の素子への人の動きに起因する場景
内固有の信号変動に応答するようになっている。
【００１４】
検出器アレイはパイロ電気検出器アレイであることが好ましく、好ましい構造としては電
極間に設けられたセラミック又は単結晶のパイロ電気材料の膜をアレイが含むような構造
が挙げられ、電極のうちの１つが導電性材料、例えば導電性接着剤（例えば銀が添加され
たエポキシ）又はハンダにより読み出し回路の入力端に接続された素子となるように細別
される。読み出し回路又は検出器アレイのいずれかに、例えばドットパターンとして導電
性材料をスクリーン印刷することが好ましく、他方の成分を添加し、例えば接着剤を硬化
させるか、ハンダをリフローすることにより接合部を完成する。パイロ電気検出器の別の
構造としては、電極間に設けられたポリマー材料の膜を含み、電極の一方が素子になるよ
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うに細別され、熱絶縁膜を介して読み出し回路の入力端に電気的に接続するように読み出
し回路の表面に設けられた熱絶縁膜に堆積された構造が挙げられる。これとは別の変形例
のいずれにおいても製造方法は真空蒸着されたハンダバンプ又は薄膜の空気ブリッジ構造
（ thin film air bridge structure）のような、熱撮像用の大きな二次元アレイを製造す
るのに一般に使用されている方法よりも簡単で、かつ低コストである。
【００１５】
センサは各素子からの信号とこれらの信号の所定の許容可能な限界とを比較し、信号が指
定された限界を越えた時に警報状態を表示するための手段を含むことが好ましい。このセ
ンサは素子の１つ以上で１つ以上の事象を示す信号が生じた時に警報状態を表示するため
の手段を有することができる。別の好ましい特徴としては、センサがアレイの視野内での
事象の位置に関する情報を提供することが挙げられる。かかる事象の一例としては対象の
動きが挙げられ、かかる事象の第２の例としては、火炎の発生が挙げられる。火炎が発生
するような事象の場合、別の好ましい装置としてはシステムが火炎の近くの領域に選択的
に消火剤を噴射するための手段を含むものが挙げられる。従って、本発明の別の特徴は、
上記のようなセンサと火炎の近くの領域に消火剤を選択的に噴射するための手段を含む消
火システムが提供される。
【００１６】
従って、本発明は火災警報器の場合における煙検出器又は侵入者警報器の場合における超
音波又はマイクロウェーブ検出器によって発生されるような付加的な情報を使用すること
なく、事象、例えば火炎又は侵入者が存在することを信頼性高く確認可能にするように、
場景内の事象に関する適当な空間的情報を提供する方法を提供するものである。
【００１７】
赤外線検出器アレイを使用することにより、２つ以上のこれらの用途を組み合わせるよう
に単一センサ、例えば火災検出器兼侵入者検出器の使用が可能になる。このようなことは
広い帯域の赤外線の窓を備えた１つのアレイ又は異なる波長の赤外線フィルタを備えた２
つのアレイのいずれかにより達成することができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
添付図面は単なる例として本発明の実施形態を示すものである。図１及び２は集積回路上
にパイロ電気検出器アレイを製造するための２つの可能な方法を示す。
【００１９】
図１及び２を参照すると、赤外線検出器アレイ１はシリコン読み出し回路２への入力端の
うちの１つに直接電気的に接触する素子の各々を有する。図１を参照すると、この組み立
て品を製造する１つの方法としてシリコン回路の入力接合パッド４と電気接触させるよう
にシリコン回路上に導電性接着ペースとスポット３すなわちハンダペーストスポット３の
アレイをスクリーン印刷する方法がある。両面に電極６及び７（そのうちの一方の電極６
は別個の素子に分割されている）を有するパイロ電気材料のセラミックすなわち単結晶チ
ップ５を接着すなわちハンダスポットに接触させ、接着剤を硬化するか、又はハンダをリ
フローし、個々の素子の電極６とシリコン回路の入力パッド４との間の電気的接点を形成
する。これとは異なり、図２に示すようにまず読み出し回路２の表面上に熱絶縁膜８を堆
積し、シリコン回路の入力パッド上にこの膜を貫通する孔を構成することにより組み立て
品を製造しても良い。次に素子となるように細別された電極９を堆積し、熱絶縁膜内の孔
を通って読み出し回路の入力端４に電気的に接続させる。次にこの電極膜の上にポリマー
のパイロ電気材料の膜１０を堆積し、次に第２電極７を堆積する。
【００２０】
次に図３及び４を参照する。アレイ１上に場景１２の画像が形成されるように赤外線透過
レンズ１１に対する最も適当な焦点位置にシリコン回路２上の赤外線検出器アレイ１を位
置決めする。キャリア１３にシリコン読み出し回路２を取り付け、ボンディングワイヤ１
４によりこのキャリアに電気的に接続する。このキャリア１３は別の電子回路への電気的
接続手段１５を有する。アレイ１及びシリコン読み出し回路２は赤外線透過窓１７を含む
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蓋１６により環境から保護されている。
【００２１】
図５に示される本発明の一実施形態ではマイクロプロセッサ２０及び他の電子部品も支持
する電子回路基板１９上にパッケージされたアレイ及びシリコン読み出し回路１８が取り
付けられる。この組み立て品はパッケージされたアレイ１８に直接取り付けられた赤外線
透過レンズ２１と、別の赤外線透過窓２３が組み込まれたハウジング２２をも含む。図６
に示される別の実施形態ではハウジング２５に赤外線透過レンズ２４が組み込まれている
。
【００２２】
シリコン読み出し回路２はマイクロプロセッサ２０によって制御される。このマイクロプ
ロセッサ２０はアレイの各素子からの信号を振幅及び周波数の双方の点でモニタし、これ
らの信号を互いに比較するようにプログラムされている。特定の時間の間モニタされる１
つ以上の素子で予想された事象の特徴を有する信号が発生し、かつ予想された動きすなわ
ち素子から素子への広がりを含む予想された事象の特徴が持続した場合、ある事象が生じ
たとの表示が行われる。
【００２３】
図１又は２及び３、４並びに５又は６に記載され、これまで説明したような赤外線検出器
アレイ及びそれに関連する光学系ならびに処理電子回路を含むセンサを使って事象を検出
する能力及び誤った警報による影響を受けにくいという点で信頼性が改善された事象検出
器を提供すると共に、例えば事象の位置、大きさ及び動きに関する別の情報を提供するこ
とができる。この目的のために、赤外線検出器アレイ１は二次元マトリックスに配置する
ことが好ましい。アレイの素子の各々からの信号をモニタし、これらの信号を互いに比較
することとは無関係に、次の利点が得られる。
【００２４】
アレイのうちの素子の各々からの信号を、例えばマイクロプロセッサ２０により注意深く
分析し、比較することにより、誤った警報が防止できる。例えば移動中の人物又は車両は
火炎の特徴となる明滅とは異なる信号を与え、更に素子から素子にわたって場景を横断す
る動きをトレースすることができるが、他方、火災は場景のうちの一部に留まり、隣接す
る素子に広がる。回転機器の部品は誤って警報の事象を生じさせるような信号を発生し得
るが、特定の位置（すなわち指定された素子での）特定の信号を無視するようにマイクロ
プロセッサをプログラムできる。同様にアレイによって得られる大きさ及び位置情報によ
り、移動する人物と移動する動物とを区別することができる。
【００２５】
従来の単一素子の事象検出器を用いた場合、検出器から遠い小さい事象は視野の一部しか
カバーしないので、小信号しか発生しない。他方、検出器に近い大きな事象は視野の大き
な部分を占め、大きな信号を発生する。警報システムの感度はこのような極端な事象の双
方に対し警報を発生するような値となっていなければならない。他方、システムの感度は
種々の可能なシナリオに対し誤った警報を発生するほど大きい値であってはならない。素
子のアレイ及び適当な光学系を使用することにより、遠い、小さい事象が１つの素子にし
か撮像されず、視野の妥当なパーセントを満たす一方、近くて大きな事象が素子の多数を
カバーし、同様な大きさの信号を各素子で発生するので、上記問題は大幅に低減される。
このようにして極めて広い範囲の信号レベルの問題が克服され、広い範囲の検出が可能と
なる。
【００２６】
次に、本発明を特定の事象の検出に利用した例について説明する。
【００２７】
火炎検出器
火災警報用の火炎検出器の特定の例では、モニタ中の場景のうちの特定領域内で火炎が生
じると、場景のうちの特定部分をカバーする素子上で火炎に対応する信号が生じる。これ
については図７に示されており、ここでは個々の素子のうちの撮像領域は格子状画面２６
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で表示され、火炎の存在は素子Ｅ７、Ｅ８、Ｆ６、Ｆ７及びＦ８上の参照符号２７で示さ
れている。これらの信号と（火炎の特性信号は生じていない）他の素子上の信号とを比較
すると、信号は火炎によるものであることが確認できる。火炎の特性信号を発生した素子
の数及び位置を識別することにより火災の大きさ及び位置に関する情報が得られる。この
情報は例えば場景のうちの適当な領域へ消火剤を自動的に噴射するのに利用できるので、
全領域を水又は他の防止剤で水浸しにしなくてもよくなる。このような制御された消火剤
の噴射は、選択された固定ノズルを開ンにするか、又はロボット消化器を制御することに
よって達成できる。
【００２８】
一般にＣＯ 2  吸収帯域内にある４．３μｍのまわりの狭い波長帯域内で場景を観察するよ
うにアレイには一般に赤外線フィルタが取り付けられる。例えば５．０μｍのまわりのＣ
Ｏ 2  吸収帯域外の帯域パスフィルタと共に別個の赤外線センサを使用してもよい。アレイ
素子の各々からの信号とこの別個のセンサからの信号を比較すると、観察された信号が火
炎から生じたものであることを更に確認できる。
【００２９】
動き検出器
侵入者警報器の特別なケースでは、人がモニタ中の領域内に侵入すると、人がその領域に
侵入した時点で１つ以上の素子でその人に対応する信号が観測される。これについては図
８に示されている。この図では、個々の素子の撮像領域は格子状画面２８で表示されてお
り、素子Ａ３、Ａ４、Ａ５、Ａ６、Ａ７、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４、Ｂ５、Ｂ６、Ｂ７、Ｃ３、
Ｃ４及びＣ５上の参照符号２９で人が表示されている。これらの信号と（人の特性信号を
発生しない）他のすべての素子での信号とを比較すると、この信号が人によるものである
ことが確認できる。信号を発生した素子の数及び位置、並びに信号が素子から素子へ移動
する状態を識別すると、人の大きさ及び位置に関する情報が得られる。この情報を使って
ラジエータの前を例えば猫、犬もしくはカーテンが移動するのでなく人が移動するのを更
に確認できる。更に場景を横断する動きを素子から素子にトレースし、所定の方向、例え
ば家の前を横断するのでなく、家に向かう特定の方向に移動する人物に対し選択的な警報
条件を定めることができる。
【００３０】
物体の大きさ、形状及び動きの速度並びに方向を特徴づける信号を選択し、他の事象に起
因する信号を無視するように、上記方法に類似する弁別方法を使用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】集積回路上にパイロ電気検出器アレイを製造する１つの可能な方法を示す図であ
る。
【図２】集積回路上にパイロ電気検出器アレイを製造する他の可能な方法を示す図である
。
【図３】検出器アレイ上に場景の画像を形成できる光学装置の略図である。
【図４】アレイのための１つの可能なパッケージング装置の図である。
【図５】火炎検出器として使用するためのアレイと、パッケージと、光学系と、ハウジン
グの１つの可能な配置を示す略図である。
【図６】侵入者検出器として使用するための、アレイと、パッケージと、光学系と、ハウ
ジングの１つの可能な配置を示す略図である。
【図７】１６×１２素子アレイの区分化された視野の火炎の画像の略図である。
【図８】１６×８素子アレイの区分化された視野の人の画像の略図である。
【符号の説明】
１　赤外線検出器アレイ
２　シリコン読み出し回路
３　ペーストスポット
４　入力接合パッド
５　パイロ電気材料の単結晶チップ
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６、７　電極
８　熱絶縁膜
９　電極
１０　パイロ電気材料膜
１１　赤外線透過レンズ
１２　場景
１３　キャリア
１４　ボンディングワイヤ
１５　電気接続手段
１６　蓋
１７　赤外線透過窓
１８　読み出し回路
１９　電子回路基板
２０　マイクロプロセッサ
２１　赤外線透過レンズ
２２　ハウジング
２３　赤外線透過窓
２４　赤外線透過レンズ
２５　ハウジング
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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